
（平成２１年７月８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認大分地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

大分国民年金 事案 553 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年 11 月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

厚生年金保険加入期間と重複する 37 年 11 月から 38 年６月までの期間及び国

民年金保険料の納付済み期間である 42 年１月から同年３月までの期間を含め

て納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月から 45年３月まで 

 私たち夫婦は昭和 47年＊月に結婚し、そのとき私は 30歳、妻は 20歳だ

った。婚姻届を提出するためにＡ市役所Ｂ支所に行き、国民健康保険に加

入すると同時に国民年金にも加入した。 

それまで、私は約 10 年間国民年金保険料を納付していなかったが、職

員から、「今から 20 歳までの未納分をさかのぼって払えば、将来満額の

年金をもらえるようになる。」と聞いたので、納付書をもらって妻が一括

納付した。それ以降はすべて納付してきたので未納は無いが、申立期間が

未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間以降の国民年金加入期間について、国民年金保険料を

すべて納付している上、複数年度にわたり保険料を前納するなど、申立人の

納付意識の高さがうかがえる。 

 また、申立人は、国民年金に加入した時に 20 歳までの未納期間の国民年金

保険料をさかのぼって納付した旨を主張しているところ、申立人の国民年金

手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿及び当該手帳記号番号前後の

任意加入被保険者の記録から、昭和 36 年＊月＊日（20 歳到達時）を資格取

得日として、48 年１月に払い出されたことが確認でき、この時点では、第１

回目の特例納付実施期間（昭和 45 年７月から 47 年６月まで）を既に経過し

ている。しかしながら、申立人が居住するＡ市では、申立人と同時期に国民



                      

  

年金手帳記号番号が払い出された被保険者について、第１回目の特例納付実

施期間（昭和 45年７月から 47年６月まで）経過後である昭和 48年２月ごろ

に特例納付している事例が複数見受けられることから、申立人の申立期間の

国民年金保険料についても、上記国民年金手帳記号番号が払い出された 48 年

１月時点での特例納付が可能であったと考えられる。 

 さらに、申立人の国民年金保険料を納付したとする申立人の妻は、「夫の

給料から２、３万円を２、３回に分けて納付した。」と述べているところ、 

Ａ市保管の国民年金被保険者名簿によると、①昭和 45 年４月から 47 年３月

までの国民年金保険料は、それぞれ 48 年２月２日及び同年２月 19 日の２回

に分けて過年度納付されていることが確認できること、②当該過年度納付期

間と申立期間を特例納付した場合に必要な保険料額は５万 5,200 円であり、

申立人の妻が述べている納付額とおおむね一致している。 

２ 申立人の昭和 37 年７月から 38 年６月までの厚生年金保険被保険者期間は、

平成 14 年２月に、社会保険庁が申立人に係る年金記録の統合処理を行った際

に追加されたものであり、申立人が国民年金に加入した 48 年１月時点では、

当該期間は国民年金の強制加入期間であったものと考えられる。 

また、申立人の国民年金の納付記録によると、昭和 42年 1月から同年３月

までの国民年金保険料が納付されていることが認められるところ、この国民

年金保険料は、41 年７月ごろ、申立人の郷里であるＣ県において、申立人の

国民年金手帳記号番号が払い出され、この手帳記号番号により納付されたこ

とが推認できる。しかしながら、当該期間の納付記録は、昭和 58 年２月に、

申立人に係る国民年金手帳記号番号の重複取消を行った際に把握されたもの

であり、申立人が特例納付したと主張する昭和 48 年時点では、Ａ市は当該期

間を未納期間として把握していたものと考えられる。これらの事情からすれ

ば、申立人が特例納付したと主張する昭和 48 年度時点では、37 年７月から

38 年６月までの期間及び 42 年１月から同年３月までの期間も含めて、特例

納付対象期間として納付書が発行されたものと推認できる。 

   ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料については、厚生年金保険加入期間と重複する昭和 37 年 11 月から

38 年６月までの期間及び国民年金保険料の納付済み期間である 42 年１月か

ら同年３月までの期間を含めて重複納付したものと認められる。しかしなが

ら、申立期間のうち昭和 37 年 11 月から 38 年６月までの期間は、厚生年金

保険の被保険者であるため、国民年金の被保険者となり得る期間ではないこ

とは明らかであるから、この期間の記録の訂正を行うことはできない。 



                      

  

大分国民年金 事案 554 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年 10 月から 49 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年３月から 49年３月まで 

 私は、昭和 46 年に会社を辞めて郷里に帰ったが、そのころ父親が国民年

金への加入手続及び国民年金保険料の納付をしてくれていた。昭和 47 年

11 月ごろからＡ事務所に勤め始めたが、この事務所の従業員は、全員国民

年金に加入しており、当該事務所の年末調整手続の際、国民年金の納付証

明をもらうために市役所に行ったのを覚えている。申立期間が未納とされ

ているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の父親が、申立人及び申立人の母親の国民年金保険料を

納付していたと主張しているところ、申立人の国民年金加入期間について、

申立期間を除き、保険料の未納は無い上、申立人の母親についても、国民年

金制度発足時から任意加入して保険料を納付するなど、国民年金加入期間に

未納は無く、申立人の父親の納付意識の高さがうかがわれる。 

 また、申立人が所持する国民年金手帳には、「昭和 49年 12月 14日発行」

と記載されていることから、この時点で申立人の国民年金への加入手続が行

われたものと推認できるところ、申立人は、申立人の母親から、「父があな

たの未納分の国民年金保険料をまとめて納付したと思う。」と言われた旨を

述べており、申立人の父親の納付意識の高さを踏まえると、49 年 12 月時点

で、同人が過年度納付可能な 47年 10月から 49年３月までの申立人の保険料

を納付したと考えられる。 

 一方、申立期間のうち、昭和 46 年３月から 47 年９月までの期間について

は、国民年金への加入手続を行った 49 年 12 月時点では、既に時効により国



                      

  

民年金保険料を納付できない期間であり、申立期間当時、申立人に別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらな

い。 

また、申立人の父親が、申立人の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納

付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

     その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 47 年 10 月から 49 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

大分国民年金 事案 555 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年７月から同年９月までの国民年金保

険料については、重複して納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年１月から 49年 12月まで 

             ② 昭和 50年７月から同年９月まで 

    私の母親が、私の国民年金への加入手続とそれまでの未納となっていた

国民年金保険料を一括して納付してくれたと思う。領収書があるにもかか

わらず、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 また、昭和 50 年７月から同年９月までの納付書が２部出てきた。重複し

て納付している国民年金保険料を還付してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、申立人は、申立期間②に係る国民年金保険料領 

収書を２部所持しており、当該領収書には、それぞれ領収日が異なる領収

印が押印（領収印の日付は、昭和 50 年 10 月 2 日及び 51 年 10 月５日とな

っている）されていることが確認できるところ、当該領収書の記載内容及

び様式から、いずれも当時行政庁により真正に作成されたものと認められ

ることから、申立人の主張どおり、申立期間②に係る国民年金保険料が重

複して収納されていたものと推認できる。 

  ２ 申立期間①については、申立人は、申立期間①の国民年金保険料の納付

に関与しておらず、申立人の国民年金保険料を納付したとする申立人の母

親は既に死亡しており、当該期間の国民年金保険料の納付状況が不明であ

る。 

また、申立人は、領収印が押印されていない申立期間①を含む「納付

書・領収証書」を２部所持（昭和 36 年４月から 41 年３月までの期間及び

申立期間①に係る「納付書・領収証書」の２部を所持）していることを理



                      

  

由として、申立期間①の国民年金保険料が納付されているはずであると主

張しているが、申立人が所持している上記「納付書・領収証書」に記載さ

れている保険料額は月額 900 円として計算されていること、及び当該「納

付書・領収証書」には「50 年度」と記載されていることから、当該「納付

書・領収証書」は第２回特例納付の実施期間中に発行されたものであるこ

とが推認できる。申立人に係る特殊台帳の記録から、昭和 36 年４月から

40 年５月までの期間の国民年金保険料は、55 年６月 26 日に第３回特例納

付により納付されていることが確認できることから、第２回特例納付の実

施時期に発行されたと推認される上記「納付書・領収証書」のうち、36 年

４月から 41 年３月までの期間に係る「納付書・領収証書」では保険料は納

付されず、領収印も押印されなかった可能性が高いと考えられる。 

このことを踏まえると、申立期間①についても、同様に、当該期間に係

る「納付書・領収証書」では保険料が納付されなかったものと考えられ、

申立人が所持している２部の「納付書・領収証書」は未使用の納付書であ

るものと推認でき、これをもって当該期間の国民年金保険料を納付したと

する主張を裏付けるものと認めることはできない。 

  ３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年７月から同年９月までの

国民年金保険料については、重複して納付していたものと認められるとと

もに、当該期間の国民年金保険料は還付されていないものと認められる。 



                      

  

大分国民年金 事案 558 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年１月から同年３月まで 

  私の父親は、長年、両親、私及び私の妻の家族４人分に係る国民年金保

険料を地区の納付組合で納付していた。両親と私の妻は国民年金保険料の

未納期間が無いのに、申立期間の国民年金保険料が私だけ未納となってい

るのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、国民年金加入期間（20歳到

達時から 60歳到達時まで）について、申立期間を除き、国民年金保険料を完

納しており、申立人の納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人は、申立人の父親が長年、申立人の家族４人分（両親、申立

人及び申立人の妻）の国民年金保険料を地区の納付組合で納付していたと主

張しているところ、申立人の両親及び申立人の妻には、申立期間を含め、国

民年金保険料の未納期間は無い上、国民年金被保険者名簿により納付日が判

明する期間の国民年金保険料は、基本的に家族同一日に納付されていること

が確認できることから、申立人の申立期間に係る国民年金保険料についても

納付したと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

大分国民年金 事案 559 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年４月から同年７月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から同年 10月まで 

    申立期間は、妻が婦人会の集金で国民年金保険料を納付していたので、

申立期間が未加入とされていることに納得できない。また、申立期間のう

ち、３か月分の保険料を還付されたとの記録があるが、還付された記憶は

無く、納得ができない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間のうち、昭和 51 年４月から同年６月までの国民年金保

険料を納付したことは、申立人が所持保管する当該期間の保険料領収書及び

社会保険庁の特殊台帳並びにＡ市保管の申立人に係る国民年金被保険者名簿

の納付記録から確認できる一方、当該被保険者名簿から、当初は国民年金の

被保険者資格喪失日を昭和 51 年８月 15 日としていたものを、後日、同年４

月１日と訂正したことにより、申立期間のうち、同年４月から同年６月まで

の国民年金保険料が同年 10 月に還付されたことが社会保険庁の特殊台帳から

確認できる。 

しかしながら、申立人は、申立期間について、他の被用者年金に加入して

おらず、本来、国民年金の強制加入被保険者となるべき期間であり、事実と

異なる国民年金の被保険者資格喪失日の変更手続により、還付処理が行われ

たものと考えられる。 

   また、申立期間のうち、昭和 51 年７月の国民年金保険料は、申立人に係る

当初の国民年金資格喪失日が同年８月 15 日であったことから、当該期間につ

いても納付書が発行された可能性が高く、51 年４月から同年６月の保険料納

付に引き続き納付したと考えるのが自然である。 



                      

  

一方、申立期間のうち、昭和 51 年８月から同年 10 月の国民年金保険料に

ついては、国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人に係る当初の国民年金資格喪失日が同年８月 15

日であることから、当該期間は国民年金資格喪失後の未加入期間として把握

され、納付書が発行されなかったものと考えられ、国民年金保険料を納付す

ることはできなかったものと推認される。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 51 年４月から同年７月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 



大分厚生年金 事案 253 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 18 年 12月 21 日から 21 年３月 31 日まで

の期間に係る船員保険被保険者期間は、戦時加算該当船舶であるＡ社の所有す

るＢ丸に乗船したと認められることから、当該期間を戦時加算該当期間として

船員保険記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正９年生 

住 所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 18年 12月から 21年夏ごろまで 

     私は、昭和 18年末から 21年夏ごろまで、Ｃ国からＤ国まで油槽船（タン

カー）に乗船し勤務した期間の戦時加算の記録が無いので申立期間につい

て、戦時加算を認めてほしい。 

     なお、船名はＢ丸で総トン数＊トンであった。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁のオンライン記録から、申立人は、事業所記号番号は不明である

ものの、船員保険被保険者資格を昭和 18年 12月 21日付けで取得し、22年２

月 11日付けで資格喪失している記録が確認できるところ、申立人は、申立期

間当時、Ｂ丸に乗船しており、当該船は戦時加算該当船舶であったと主張し

ている。 

また、申立人は、申立期間前にＥ社が所有するＦ丸における船員保険被保

険者期間が戦時加算の対象になっていることが確認できるところ、同社が保

管する個人カードに、申立人の氏名及び申立期間に乗船したと考えられるＢ

丸が記載されていることが認められる上、社会保険庁の戦時加算該当船舶名

簿にＡ社が所有するＢ丸の記載があり、加算区域航行期間は、昭和 18 年 11

月 30日から 21年３月 31日であることが確認できる。 

さらに、Ｈ船にＢ丸という船名が多数存在していたことから、厚生労働省

社会・援護局に照会した結果、「船舶運営会社が運航する船を指定船と呼び、

Ａ社のＢ丸は総トン数＊トンで、指定船になっており、近海油槽船である。」

と回答しており、Ａ社のＢ丸は、申立人が乗船したと主張するＢ丸と総トン

数及び油槽船とが一致している。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判断す



ると、申立人は、申立期間について、Ａ社が所有するＢ丸に乗船していたこ

とが認められ、申立期間のうち、昭和 18年 12月 21日から 21年３月 31日ま

での期間について、戦時加算該当期間として船員保険記録を訂正することが

必要である。 

   一方、申立人は、21 年夏ごろまでを戦時加算期間として主張しているもの

の、前述の戦時加算該当船舶名簿によると、加算区域航行期間は昭和 18年 11

月 30日から 21年３月 31日までであることが確認できることから、当該期間

以降について、戦時加算期間として認めることはできない。 



大分厚生年金 事案 254 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額を平成８年

６月及び同年７月については 26万円、８年８月から９年４月までは 50万円並

びに９年５月から 10年４月までは 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成８年６月１日から同年８月 1日まで 

  ② 平成８年８月１日から 10年５月１日まで 

私は、申立期間①について、Ａ社で一般社員として、また申立期間②につ

いては、Ａ社と同じ社長が経営していたＢ社において、役員ではあったもの

の経営までは関与しない責任者として、それぞれ営業の業務に従事していた。 

社会保険事務所の記録では申立期間①及び②の標準報酬月額が９万

8,000円になっており納得いかないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人は、平成２年４月１日から平成 11 年６月

30 日まで継続して勤務（平成８年８月１日にＡ社からＢ社に異動）していた

ことが確認できる。 

また、社会保険庁の記録では、申立期間①及び②に係る期間の厚生年金保険

の標準報酬月額は、９万 8，000円とされている。 

しかしながら、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、当初、平成８年６

月及び同年７月は 26万円、８年８月から９年４月までは 50万円、９年５月か

ら 10年４月までが 59万円と記録されていたところ、Ａ社及びＢ社の両社が厚

生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成 10 年５月１日）の後の

同年５月 19日に、遡及
そきゅう

して標準報酬月額が８年６月から 10年４月まで９万 8，

000円に訂正されていることが確認できる上、申立人以外の５人についても申

立人と同様に遡及
そきゅう

した標準報酬月額の訂正処理がされていることが確認でき

る。 

また、申立人は、申立期間②の期間においては、営業担当の役員をしていた



と述べているため、当時の元同僚の役員及び元事務担当者から聴取したところ、

「申立人は営業担当であり、経理に関わる立場ではなく、社会保険の手続につ

いても関与する立場ではなかった。」旨の証言をしていることから、申立人は、

会社の業務執行（営業担当）に責任を負っていた者であったが、社会保険業務

については権限を有していなかったものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、かかる訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由

は無く、申立期間①及び②において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た、平成８年６月及び同年７月は 26 万円、８年８月か

ら９年４月までは 50 万円並びに９年５月から 10年４月までは 59 万円に訂正

することが必要と認められる。 

 

 



大分厚生年金 事案 255 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 29 年１月１日から同年６月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 29 年１月１

日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 28年 10月１日から 29年６月１日まで 

私は、昭和 28年 10月から 12月まではＡ社で見習いとして、29年１月か

ら正社員として勤務した。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元同僚の証言及び勤務内容に係る申立人の具体的な供述から、申立人

が、申立期間においてＡ社に勤務していたことが認められる。 

   また、申立人及び複数の元同僚が証言した当時のＡ社の従業員数と社会保険

事務所の記録上の厚生年金保険被保険者数がおおむね一致することが認めら

れることから、当時、同社においては、ほぼすべての従業員が厚生年金保険に

加入していたものと考えられる。 

さらに、申立人は、Ａ社が発行した俸給を証明する資料（昭和 29年１月分）

を所持しており、申立人が同月より正社員となったことがうかがえる上、同社

では３か月間の見習い期間があったと供述している。 

一方、社会保険事務所の記録から、同職種の元同僚の被保険者資格取得年月

日が入社から３か月後であることが認められることを踏まえると、事業主は、

申立人についても、当時、３か月の見習い期間後に厚生年金保険に加入させて

いたものと考えられる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判断す



ると、申立人は、申立期間のうち、昭和 29 年１月１日から同年６月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人が所持する俸給を証明す

る資料から、5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ａ社は、昭和 33年９月 25日に全喪し、当時の事業主も既に死亡しており、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

 



大分国民年金 事案 556 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59年４月から 60年８月までの国民年金保険料については、

納付しているものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 60年８月まで 

    私は、昭和 59年４月に会社を辞めてＡ村に帰った。当時、国民年金保

険料は地区の集金常会で班長が毎月集金して役場に持って行っていた。

地区の住民で国民年金保険料を支払わなかった者はいなかった。 

私の国民年金保険料は、母親が当初払ってくれていたが、昭和 60 年 8

月ごろ、母親から国民年金保険料を私が支払うように言われたので、「こ

れ以上払う必要はない。」と言って、支払いを止めた。申立期間は母親が

納付してくれていたはずである。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が、申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人は申立期間

の国民年金保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付したとする申立

人の母親は既に死亡しており、当時の保険料の納付状況等が不明である。 

   また、申立人に係る国民年金の加入記録によると、昭和 46年２月に資格

取得後、同年 11月から厚生年金保険への加入に伴い資格喪失していること

が確認できるところ、申立期間当時、申立人が国民年金資格を再取得した

事情はうかがえないことから、申立期間は国民年金の未加入期間であった

ものと推認でき、国民年金保険料の納付はできなかったと考えられる。 

   さらに、申立人は、居住する地区では住民全員が国民年金保険料を払っ

ていた旨を主張しているところ、Ａ村が保管する申立期間当時の国民年金

保険料検認報告書には、申立人に係る申立期間の納付記録の記載は確認で

きない上、同地区の住民のうち複数人が申請免除となっていることから、



必ずしも全員が国民年金保険料を払っていた事情はうかがえず、申立人の

主張と矛盾する事実が見受けられる。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



大分国民年金 事案 557 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48年８月及び同年９月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年８月及び同年９月まで 

    私の妻が、加入手続をして納付できるところはすべて納付した。Ａ市

Ｂに住んでいたころ、Ａ市Ｂ支所で２か月間の未納があると言われ、お

かしいと思った。未納期間があることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

     申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の国民年金保険料が納付さ

れたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   また、申立期間は、申立人が国民年金への加入手続を行った昭和 50年 12

月時点では、第２回特例納付対象期間外（昭和 48年３月以前が対象期間）

であるとともに、過年度納付によっても時効により国民年金保険料を納付

できない期間であったことが確認できることから、申立期間については、

保険料を納付できなかったものと考えられる。なお、申立期間は、平成９

年に申立人に係る厚生年金保険の加入記録が統合された際に未納期間とし

て把握された２か月であり、それまでは申立期間を含む、昭和 48年４月か

ら同年９月までの６か月が未納期間であったことが確認できる。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



大分国民年金 事案 560 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 47年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 47年３月まで 

    Ａ市の職員であった母親が、毎月 21日に給料をもらった時に、市の国

民年金係に私の国民年金保険料を納付していた。申立期間が未納となっ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人は申立期間の国民年

金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、申立期間の保険料を納

付したとする申立人の母親も既に亡くなっているため、申立期間に係る国

民年金の加入状況、保険料の納付状況等が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿

から、昭和 47 年２月以降に払い出されたことが推認でき、この時点では、

申立期間の大部分は時効により国民年金保険料を納付できない期間であり、

申立期間当時、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立人と連番で国民年金手帳記号番号が払い出されている元妻

も申立期間の国民年金保険料は未納となっており、ほかに申立期間の国民

年金保険料が納付されたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



大分国民年金 事案 561 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年２月及び同年３月 

     夫が、Ａ県Ｂ市で自衛官を退職する時に、自衛隊の元同僚である市の

職員から、「転居先の住所で、奥さんの国民年金保険料を納付するように」

と指導されていたので、Ｃ県Ｄ町へ転入後、夫が町役場で２か月分の国

民年金保険料を一括して納付した。申立期間が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が、申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付したこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の国民年金保

険料が納付されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の夫は、Ａ県Ｂ市からＣ県Ｄ町に転入した平成５年２月か

ら半年以内に、町役場で申立人の国民年金保険料を納付したと主張してい

るところ、社会保険庁のオンライン記録によると、申立期間は、９年４月

18 日に第３号被保険者資格取得届が提出された時点で、夫の共済年金の資

格喪失日（平成５年２月 21日）及び夫の健康保険の被扶養認定日（平成５

年４月 27日）を基に、さかのぼって資格取得したことによる未納期間であ

るものと認められ、５年時点では、当該期間に係る納付書は発行されず、

国民年金保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

さらに、申立人が主張するように、申立期間に第１号被保険者への種別

変更手続及び保険料納付を行った場合、平成９年４月に申立人に係る第３

号被保険者の届出が行われるまでの間（平成５年度から８年度まで）、引き

続き第１号被保険者として納付書が発行されることになるが、申立人の夫

は、「平成５年４月以降、納付書が送られてきたかどうかは憶えておらず、



納付勧奨を受けたこともない。」と証言しており、申立人の主張には不自然

な点が見受けられる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



大分国民年金 事案 562 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 12 年 10 月及び同年 11 月並びに 13 年６月及び 17 年 10 月

の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 12年 10月から同年 11月まで 

② 平成 13年６月 

③ 平成 17年 10月 

    申立期間①、②及び③の国民年金保険料は、結婚した後の平成 15年ご

ろだと思うが、母と一緒にＡ社会保険事務所に行き、一括で 10万円弱の

国民年金保険料を納付した。その時に領収書は受領しなかった。社会保

険庁の記録上で、申立期間が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことをうかがわせる関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人及び申立人に同行した

とする申立人の母親は、保険料の納付時期等についての記憶が曖昧
あいまい

であり、

国民年金保険料の納付状況等が不明である。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料は一括納付し、その金額は

10 万円弱であった旨を主張しているところ、ⅰ）申立人が一括納付したと

する平成 15年ごろには、申立期間③（平成 17年 10月）は未だ納付できな

い期間であるとともに、仮に、申立期間③以降に申立期間を一括納付する

場合であっても、申立期間①及び②は既に時効により保険料を納付できな

い期間であり、いずれの方法によっても、すべての申立期間を一括納付す

ることはできないこと、ⅱ）当該期間を納付するのに必要な保険料額合計

は、５万 3,480 円であり、申立人の主張する保険料額とは乖離することか

ら、申立人の主張には不自然な点が見受けられる。 

さらに、申立期間当時、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出さ



れていたことをうかがわせる事情、及び申立期間の国民年金保険料を納付

したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 

 



大分厚生年金 事案 249 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年１月１日から 39年３月１日まで 

     高校卒業前にＡ社に入社し、３、４年後に前任の事務員が退職したので、

自分が事務職に変わった。昭和 39年３月 17日に結婚が決まっていたので、

同年２月末に退社した。７年間勤務したと思っていたのに、３年間しか厚

生年金保険の加入記録が確認できないことに納得できない。 

     申立期間について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 39 年２月末までＡ社に継続して勤務していたと主張してい

るものの、元同僚等の証言から、申立人は、当該期間においてＡ社の事業主

の妹が経営する小売店で勤務していたものと推認される。 

   また、複数の元同僚に照会した結果、「Ａ社に隣接して事業主の妹が作った

Ｂという名称の小売店があり、申立人もそこで店員として勤務していた記憶

があるが、その店は厚生年金保険に加入していなかったと思う。」、「小売店の

従業員数は、事業主の妹と申立人の二人であった。また、慰安旅行等の行事

についてＡ社は小売店とで合同で行っていたことなどから、申立人はＡ社と

小売店の区別がなかったのではないか。」と、それぞれ証言しているところ、

社会保険事務所の記録によれば、申立人は、昭和 35年１月１日付けでＡ社に

おける厚生年金保険被保険者資格を喪失していることが認められる上、社長

の妹も同日付で資格喪失していることが確認できる。 

   さらに、社会保険庁の記録では、事業主の妹が設立したとするＢは、適用事

業所として確認することができない上、複数の元同僚の証言から、当該事業

所は厚生年金保険の非適用事業所であったものと考えられる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



大分厚生年金 事案 250 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 54年３月ごろから 60年ごろまで 

  ② 昭和 60年ごろから平成２年ごろまで 

  ③ 平成２年ごろから９年ごろまで 

     申立期間①についてはＡ社において、申立期間②についてはＢ社において、

申立期間③についてはＣ社において、それぞれ型枠大工として勤務してい

たのに、厚生年金保険の加入記録が確認できないのはおかしいので、調査

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していたと主張しているものの、

当時の事業主に照会した結果、「申立人は、当社の従業員ではなかったので社

会保険に加入させていなかった。」と回答しており、同社の複数の元従業員も

「申立人は従業員ではなかったし、申立人が記憶する元同僚の記憶も無い。ま

た、外部から工事にかかわっていた者は多数いた。」、「申立人は従業員ではな

かった。申立人が記憶する元同僚についても知らない。」と、それぞれ証言し

ている上、社会保険庁のオンライン記録に申立人の氏名は確認できず、健康保

険被保険者整理番号に欠番も無い。 

申立期間②について、申立人は、Ｂ社に勤務していたと主張しているものの、

当時の元事業主の妻に照会した結果、「申立人は、当社に勤務していたが、日

雇労働者であったので、社会保険に加入させなかった。」と回答している上、

申立人には当時の上司の記憶はあるものの、当該上司には連絡が取れないため、

申立人に係る勤務期間等の証言を得ることができない。 

また、社会保険庁のオンライン記録には申立人の氏名は確認できない。 

申立期間③について、申立人は、Ｃ社に勤務していたと主張しているものの、

当時の事務担当者に照会した結果、「申立人の記憶はあるものの、申立人は、

会社が一人親方に仕事を依頼した際に、その親方が連れてきた人であり、従業



員ではなかったので社会保険に加入させていなかった。」と回答しており、元

従業員も「申立人は知っているが、従業員でなかったので社会保険に加入して

いなかったと思う。」と証言している上、社会保険庁のオンライン記録に申立

人の氏名は確認できず、健康保険被保険者整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  



大分厚生年金 事案 251 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年１月８日から平成４年 10月１日まで 

     私は、第２種運転免許試験に合格し、運転免許試験場でＡ社から入社を勧

められ、同社でタクシー運転手として平成５年８月まで勤務したのに、申

立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

勤務内容に係る申立人の具体的な供述及び雇用保険の加入記録から、申立人

が、申立期間においてＡ社に勤務していたことは確認することができる。 

しかしながら、Ａ社に照会した結果、「当時の関連資料は保存しておらず、

詳細は不明であるが、申立人と同職種の社員については、正社員についてもす

べての者を厚生年金保険に加入させていたわけではない。」と回答している。 

また、複数の元同僚に照会した結果、「申立人が勤務していたことは覚えて

いるが、勤務期間等についての記憶は定かではない。また、厚生年金保険の加

入の有無に係る基準などは分からないが、事業所は、タクシー運転手について、

厚生年金保険に加入させていた者と加入させていない者がいたと思う。」と証

言していることから、当時、事業主は必ずしもすべての従業員について厚生年

金保険の加入手続を行っていなかったことがうかがえる。  

さらに、申立期間は 69 か月と長期間であり、この間、仮に申立人に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたとするならば、その後、

毎年、社会保険事務所に提出する算定基礎届において、賃金台帳と照合する機

会が複数回あったにもかかわらず、そのいずれの機会においても照合漏れがあ

ったとは考え難い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主



により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



大分厚生年金 事案 252 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年１月 26日から 41年 11月８日まで 

    私は、Ａ社を退職する際、脱退手当金を請求したが、Ｂ社を退職した後に、

脱退手当金を請求した覚えは無いので、調査して欲しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、社会保険庁の記録上、申立期間と合算して脱退手当金が支給され

たこととなっている申立期間以前に勤務した期間については、脱退手当金を申

立期間以前に受給したと主張しているものの、申立期間以前に脱退手当金の支

給記録は無いほか、脱退手当金を受給していたことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

また、社会保険事務所が保管する申立人の厚生年金保険被保険者原票には、

脱退手当金が支給されたことを意味する「脱」の表示が記されている上、オン

ライン記録上、当該脱退手当金は、申立期間後に申立期間とそれ以前の期間を

基礎として支給されているところ、当該支給額に計算上の誤りは見られないこ

とや、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和

42 年２月７日に支給決定されていることが確認できることから、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、記録上の支給額と申立人が申立期間以前に受給したとする額はおお

むね一致するなど、申立人から聴取しても、申立期間を含む脱退手当金を受給

したことを疑わせる事情は見当たらないほか、申立期間のＢ社の当時の社会保

険事務担当者は、「申立人から、脱退手当金の請求を頼まれた記憶がある。」と

証言している。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


